
   

                                                

 

 

 

 

栄養士賠償責任保険＊の上乗せ補償制度「栄養士総合補償制度」で大きな安心を！ 

（＊）平成 30年度会員の皆さまは、日本栄養士会の団体栄養士賠償責任保険に加入しています。（全員自動加入） 

会員とは平成 30年度の会費を納めた方になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●上乗せ補償制度は「エコノミープラン」「スタンダードプラン「ワイドプラン」「弁護のちからプ

ラン」「弁護のちからスーパープラン」の 5 つのプランからご選択いただけます。 

●栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）は毎月１日付でご加入いただけます。 

●ご加入方法の詳細、栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）のパンフレットをご希望の場合は、

取扱代理店のエヌシーアイまたは損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。 

●栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）にご加入いただけるのは、公益社団法人日本栄養士会の

平成 30 年度会費を納めた会員さまにかぎります。 

 

＜保険期間＞ 

平成３０年４月１日午後４時から平成３１年４月１日午後４時まで１年間 

＜お問い合わせ先＞ 

引受保険会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  

医療・福祉開発部 第二課 

〒160-8338 

東京都新宿区西新宿 1-26-1 
ＴＥＬ．03-3349-5137 
〔受付時間〕平日の９：００～１７：００ 

（土日、祝日、１２／３１～１／３を除きます。） 

取扱代理店 

株式会社エヌシ-アイ 
 

〒１５４-００１７ 
東京都世田谷区世田谷４-７-６ セイフピア３階 
ＴＥＬ．０３-３４２６-７７５７ ＦＡＸ．０３-３４２６-９７７９ 
〔受付時間〕平日の９：００～１８：００ 

（土日、祝日、年末年始を除きます。） 

 

団体保険契約者：公益社団法人日本栄養士会 

・栄養士総合補償制度とは賠償責任保険、傷害総合保険のペットネームです。 
・本パンフレットは賠償責任保険、傷害総合保険の概要を説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ
ください。 

平成３０年度 
公益社団法人日本栄養士会会員対象 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）

は管理栄養士・栄養士の皆さまを取り巻

くさまざまなリスクを包括的にカバー

する総合補償制度です！ 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）は自動継続ではありません。現在ご加入の方でご継続を希望される場合

は、あらためてご加入手続きをしていただく必要がありますので、ご注意ください。 
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栄養士賠償責任保険で補償される事故内容 

会員の皆さまが管理栄養士・栄養士として製造、販売、提供した飲食物や献立、栄養管理計画書などが原因となり

発生した賠償事故 [賠償責任保険 製造物･完成(引渡)作業リスク] 

＜事故の例＞ 

◇提供した飲食物が原因で食中毒が発生してしまった。 

◇栄養管理が必要な患者が、栄養管理計画書の誤りにより亡くなられた。 

◇給食管理上のミスにより生徒に身体障害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

会員の皆さまは 

「栄養士賠償責任保険」に加入しています。（全員自動加入） 

【保険金額】 

対人対物事故共通 １名/１事故/期間中 １億円 

製造、販売、提供した飲食物や献立、

栄養管理計画書など以外が原因の事故

は？ 

「人」に発生した事故の場合、１億円
を超える賠償金額となるケースもあ

るのではと心配な人は・・・ 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）は栄養士賠償責

任保険では補償対象外となる次のリスクもカバーしま

す！！ 

 管理栄養士・栄養士業務における賠償リスク  

会員の皆さまが管理栄養士・栄養士として行う業務（栄養指導など）

や、所有、使用、または管理する施設が原因で発生した賠償事故 

[賠償責任保険 施設･業務遂行リスク] 
※会員の皆さまが管理栄養士・栄養士として製造、販売、提供した飲食物や献立、
栄養管理計画書などが原因となり発生した賠償事故（賠償責任保険 製造物･完成
(引渡)作業リスク）は栄養士賠償責任保険でも補償しております。 

＜事故の例＞・地域活動中に参加者をケガさせてしまった。 

・業務で調理中に包丁で同僚をケガさせてしまった。 

日常生活における賠償リスク  

２４時間・３６５日、会員の皆さまの日常生活中に発生した賠償事

故。（スタンダードプラン・ワイドプラン・弁護のちからプラン・

弁護のちからスーパープランのみ） 

[傷害総合保険個人賠償責任補償特約] 
＜事故の例＞・自転車で人にぶつかり、ケガをさせてしまった。  

・ボランティアで老人の介護補助をしていた際、誤って転ばせて 

しまった。  

管理栄養士・栄養士自身の傷害リスク 

会員の皆さまが２４時間・３６５日、偶然な事故によりケガをして

しまった。（スタンダードプラン・ワイドプラン・弁護のちからプ

ラン・弁護のちからスーパープランのみ） 

[天災危険補償特約セット 傷害総合保険] 
＜事故の例＞ ・訪問栄養指導に向かう際、交通事故にあい後遺障害が生じた。 

・地震で本棚の本が頭上に落下してケガをし入院した。 

・調理中にやけどをして通院した。（ワイドプラン、弁護 

のちからプランのみ） 

法的トラブルリスク 

会員の皆さまが次のような法的トラブルにあってしまった。 

（弁護のちからプラン・弁護のちからスーパープランのみ） 

[弁護士費用総合補償特約セット 傷害総合保険] 
＜事故の例＞ ・歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。 

       ・いわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）に加

入すると、製造物･完成(引渡)作業リスクのご

保険金額が 

１億円から３億円にＵＰ 

しますので、さらに大きな安心が得られま

す！！ 
※お支払いする保険金が１億円以内の場合、栄養士賠償責任

保険（全員自動加入）で補償します。 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制

度）にご加入されると・・・ 

栄養士総合補償制度（上乗せ補償制

度）にご加入されると・・・ 

地震・噴火またはこれら
による津波によるケガも
対象となります！ 
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 管理栄養士・栄養士業務における賠償リスク   

ご加入プラン 賠償責任保険 製造物･完成(引渡)作業リスク 賠償責任保険 施設･業務遂行リスク 

全プラン共通 

身体賠償・対物賠償共通 １名/１事故/保険期間中 

３億円※ 

＊お支払いする保険金が１億円以内の場合、栄養士賠償責任保険（全

員自動加入）で補償します。お支払いする損害賠償金などが１億円

を超過した場合にかぎり、保険金をお支払いします。 

身体賠償・対物賠償共通 １名/１事故 

３億円 

＋ 
＜人格権侵害・宣伝障害＞ 

プライバシーの侵害などに起因する慰謝料などに対して保険

金をお支払いします。 
 
保険金額 

被害者１名につき１００万円 

１事故・保険期間中１，０００万円 
  

 日常生活における賠償リスク   

ご加入プラン 傷害総合保険  （個人賠償責任補償特約セット） 

エコノミープラン  補償されません 

スタンダードプラン １事故 ２，５００万円＊ 

ワイドプラン 

弁護のちからプラン 

弁護のちからスーパープラン 

１事故 １億円＊ 

＊傷害保険の他、火災保険や自動車保険などで、この保険と同種の賠償責任を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性があり

ますので、他のご契約の補償内容・保険金額を十分にご確認ください。 

 
 管理栄養士・栄養士自身の傷害リスク   

ご加入プラン 傷害総合保険（天災危険補償特約セット） 

エコノミープラン  補償されません 

スタンダードプラン 

死 亡 ・ 後 遺 障 害 ９８．５万円 

入 院 保 険 金 日 額 １，０００円 

手 術 保 険 金 入院時：入院保険金日額の１０倍  外来時：入院保険金日額の５倍 

通 院 保 険 金 日 額 － 

ワイドプラン 

死 亡 ・ 後 遺 障 害 １０３．５万円 

入 院 保 険 金 日 額 １，５００円 

手 術 保 険 金 入院時：入院保険金日額の１０倍  外来時：入院保険金日額の５倍 

通 院 保 険 金 日 額 ７５０円 

弁護のちからプラン 

死 亡 ・ 後 遺 障 害 ５０万円 

入 院 保 険 金 日 額 １，０００円 

手 術 保 険 金 入院時：入院保険金日額の１０倍  外来時：入院保険金日額の５倍 

通 院 保 険 金 日 額 ５００円 

弁護のちから 

スーパープラン 

死 亡 ・ 後 遺 障 害 １０３．５万円 

入 院 保 険 金 日 額 １，５００円 

手 術 保 険 金 入院時：入院保険金日額の１０倍  外来時：入院保険金日額の５倍 

通 院 保 険 金 日 額 ７５０円 

 

法的トラブルリスク  

ご加入プラン 傷害総合保険  （弁護士費用総合補償特約セット） 

弁護のちからプラン 

弁護のちからスーパープラン 

 法律相談費用：通算５万円限度（自己負担額１，０００円） 

弁護士委任費用：通算１００万円限度（自己負担割合１０％） 
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ご加入日と保険料一覧表 
 
 

ご加入手続き完了日＊１によってご加入日（保険始期＊２）および保険料が異なりますので、ご注意ください。 
＊１所定の払込取扱票にて保険料のお払込が完了した日をいいます。 

＊２保険終期は平成 31 年４月１日午後４時となります。 

（職種級別：Ａ級＊） 

ご加入手続き完了日 

 

ご加入プラン 

 

ご加入日 

（保険始期） 

エコノミー 

プラン 

スタンダード 

プラン 

ワイド 

プラン 

弁護のちから 

プラン 

弁護のちから 

スーパープラン 

平成 30 年 3 月 23 日（金）まで 平成 30 年４月１日 １，２００円 ４，４６０円 ７，５１０円 １２，５７０円 １４，５５０円 

平成 30 年 3 月 24 日（土）から 

平成 30 年４月 13 日（金）まで 
平成 30 年５月１日 １，１００円 ４，０９０円 ６，８８０円 １１，５２０円 １３，３３０円 

平成 30 年４月 14 日（土）から 

平成 30 年５月 15 日（火）まで 
平成 30 年６月１日 １，０００円 ３，７２０円 ６，２６０円 １０，４８０円 １２，１３０円 

平成 30 年５月１6 日（水）から 

平成 30 年６月１5 日（金）まで 
平成 30 年７月１日 ９００円 ３，３４０円 ５，６４０円 ９，４３０円 １０，９２０円 

平成 30 年６月１6 日（土）から 

平成 30 年７月１3 日（金）まで 
平成 30 年８月１日 ８００円 2，９８０円 ５，０００円 ８，３９０円 ９，７００円 

平成 30 年７月１4 日（土）から 

平成 30 年８月１5 日（水）まで 
平成 30 年９月１日 ７００円 ２，６００円 ４，３８０円 ７，３４０円 ８，４９０円 

平成 30 年８月１6 日（木）から 

平成 30 年９月１4 日（金）まで 
平成 30 年１０月１日 ６００円 ２，２４０円 ３，７６０円 ６，３１０円 ７，２９０円 

平成 30 年９月１5 日（土）から 

平成 30 年 10 月１5 日（月）まで 
平成 30 年１１月１日 ５００円 １，８６０円 ３，１３０円 ５，２３０円 ６，０６０円 

平成 30 年 10 月１6 日（火）から 

平成 30 年 11 月１5 日（木）まで 
平成 30 年１２月１日 ４００円 １，４８０円 ２，５１０円 ４，１８０円 ４，８５０円 

平成 30 年 11 月１6 日（金）から 

平成 30 年 12 月 14 日（金）まで 
平成 31 年１月１日 ３００円 １，１２０円 １，８９０円 ３，１５０円 ３，６５０円 

平成 30 年 12 月 15 日（土）から 

平成 30 年 1 月１5 日（火）まで 
平成 31 年２月１日 ２００円 ７５０円 １，２５０円 ２，１００円 ２，４２０円 

平成 31 年 1 月１6 日（水）から 

平成 31 年 2 月１５日（金）まで 
平成 31 年３月１日 １００円 ３７０円 ６３０円 １，０５０円 １，２２０円 

 
＊スタンダードプラン・ワイドプラン・弁護のちからプラン・弁護のちからスーパープランに含まれる傷害総合保険の保険料は職種級別Ａ級（管理栄養士、栄
養士、料理人、飲食店従業員、給仕従事者、専業主婦、学生、無職の方など）の場合の保険料です。その他職種の方は保険料が異なる場合がありますので取
扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 

※スタンダードプラン・ワイドプラン・弁護のちからプラン・弁護のちからスーパープランに含まれる傷害総合保険の保険料は、前年のご加入者数により決定
した団体割引５％を適用し、天災危険補償特約をセットした保険料となっております。 

 
 

ご加入手続きについて 
 

１．取扱代理店のエヌシーアイまたは損保ジャパン日本興亜までパンフレットをご請求ください。 

２．「払込取扱票（加入依頼書）」に必要事項をご記入のうえ、お近くの郵便局で上記「ご加入日と保険料一覧表」に記載

の保険料をお払込みください。（振込手数料はお客さま負担となります。） 

３．ご加入日の翌月中旬頃に加入者証を送付します。 

※栄養士総合補償制度（上乗せ補償制度）にご加入いただけるのは、公益社団法人日本栄養士会の平成 30 年度 

会員さまにかぎります。 

 

 

（SJNK17-16472 2017.12.26） 


